
～新社会人の皆さまへ～

働き始めたら！
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本日は以下の内容を説明します！ プログラム



厚生年金保険料ってなに？

第１部
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働き始めたら！ 知っておきたい年金のはなし



出勤日数 出勤時間数 時間外勤務

20 110 10

支給

基本給 通勤手当 住宅手当 残業手当

170,000 8,000 5,000 12,500

総支給額

195,500

控除

健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 社会保険料合計 所得税 住民税

9,910 18,300 538 28,748 4,500 14,000

控除合計

47,248

給与支給明細書 株式会社 ○○商事
氏名 年金 花子

令和７年６月分

差引支給額 148,252

健康保険標準報酬月額 200千円

厚生年金標準報酬月額 200千円

※健康保険料率は9.91％と仮定して計算 ※住民税の負担があるものと仮定して計算花子さん（22歳）
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（例）

給与明細は確認しましたか？ 1. 厚生年金保険料ってなに？

控除額って
こんなにあるんだ
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厚生年金保険料は、保険料額表をもとに算出されます。

厚生年金保険料の算出方法 1. 厚生年金保険料ってなに？

◀保険料額表

保険料額表はどうやって

見ればいいの…?

1. 厚生年金保険料ってなに？

【URL】https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/index.html

厚生年金保険料額表 検索
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厚生年金保険料は、保険料額表をもとに算出されます。

厚生年金保険料の算出方法 1. 厚生年金保険料ってなに？

◀保険料額表

1. 厚生年金保険料ってなに？

標準報酬月額とは

保険料や給付を計算するために定められた

報酬の区分(等級）のこと。



出勤日数 出勤時間数 時間外勤務

20 110 10

支給

基本給 通勤手当 住宅手当 残業手当

170,000 8,000 5,000 12,500

総支給額

195,500

控除

健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 社会保険料合計 所得税 住民税

9,910 18,300 538 28,748 4,500 14,000

控除合計

47,248

給与支給明細書 株式会社 ○○商事
氏名 年金 花子

令和７年６月分

差引支給額 147,873
健康保険標準報酬月額 200千円

厚生年金標準報酬月額 200千円

※健康保険料率は9,91％と仮定して計算 ※住民税の負担があるものと仮定して計算
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給与明細は確認しましたか？ 1. 厚生年金保険料ってなに？

基本給：170,000円 + 諸手当：25,500円 = 報酬合計 195,500円



「標準報酬月額」を確認しましょう
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1. 厚生年金保険料ってなに？1. 厚生年金保険料ってなに？

令和７年３月分（４月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

・健康保険料率：令和7年3月分～ 適用 ・厚生年金保険料率：平成29年9月分～ 適用
・介護保険料率：令和7年3月分～ 適用 ・子ども・子育て拠出金率：令和2年4月分～ 適用

全額 折半額

16(13) 190,000 185,000 ～  195,000 34,770.00 17,385.00

17(14) 200,000 195,000 ～  210,000 36,600.00 18,300.00

18(15) 220,000 210,000 ～  230,000 40,260.00 20,130.00

19(16) 240,000 230,000 ～  250,000 43,920.00 21,960.00

20(17) 260,000 250,000 ～  270,000 47,580.00 23,790.00

21(18) 280,000 270,000 ～  290,000 51,240.00 25,620.00

厚生年金保険料

18.300％※
報酬月額

一般、坑内員・船員

等級 月額

標準報酬

17(14) 200,000 195,000 ～  210,000 36,600.00 18,300.00

標準報酬月額 ￥200,000



 厚生年金保険料の負担の割合

厚生年金保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担

 厚生年金保険料の計算方法

標準報酬月額に共通の保険料率18.3％※をかけて計算。

※保険料率は平成29年9月より固定

（例）花子さんの負担額

「標準報酬月額」を確認しましょう
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1. 厚生年金保険料ってなに？1. 厚生年金保険料ってなに？

200,000円 ✕ 18.3% ✕ 1/2 ＝ 18,300円

標準報酬月額 保険料率 折半



標準報酬月額/標準賞与額 通貨によるもの 現物によるもの

標準報酬月額

の対象

基本給（月給、日給、時間給など）、

通勤手当、残業手当、役職手当、皆勤

手当、家族手当、住宅手当、年４回以

上支給される賞与 など

通勤定期券、自社製品、

被服（勤務服でないもの）、

食事、社宅、寮 など

標準賞与額

の対象

賞与、年３回以下支給される期末手当、

寒冷地手当 など
現物で支給される賞与 など

標準報酬月額

・標準賞与額の

対象外

大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職

金、出張旅費、仕事上の交際費、慶弔

費 など

勤務服（制服、作業着など）、

見舞品、生産施設の一部であ

る住居 など
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（参考）「報酬」に該当するものとは？ 1. 厚生年金保険料ってなに？

 「報酬」とは

原則として事業主が労働の対償として被保険者に支給するすべてのもののこと。

労働の対償ではないもの、労働の対償であっても臨時的なものは報酬等に該当しません。

1. 厚生年金保険料ってなに？



支払った保険料はどうなるの？

第２部
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働き始めたら！ 知っておきたい年金のはなし
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公的年金制度は、社会保障制度の一つ 2. 支払った保険料はどうなるの？

 「社会保障制度」とは

社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットのこと。

社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生の４つで成り立っている。

① 社会保険*

（例）医療保険（健康保険など）、年金保険（老齢、障害、遺族）、介護保険

＊ 社会保険には、民間の医療保険や年金保険は含みません。

② 社会福祉

（例）児童の健全育成や子育て支援をする児童福祉

③ 公的扶助

（例）健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長する生活保護制度

④ 保健医療・公衆衛生

（例）医師その他の医療従事者や病院などが提供する医療サービス

食品や医薬品の安全性を確保する公衆衛生 など



老齢年金
約4,014万人

障害年金
約236万人

遺族年金
約682万人

現役世代 約6,744万人（保険料）

(注)人数は、令和4年度末の数値です。
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公的年金は世代と世代の支え合い
（世代間扶養）

2. 支払った保険料はどうなるの？2. 支払った保険料はどうなるの？

国（税金）

世代間扶養
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公的年金制度は2階建て構造 2. 支払った保険料はどうなるの？

2階 厚生年金

1階 国民年金（基礎年金）

第1号被保険者

約1,387万人

自営業者、学生、フリーランス など

第2号被保険者

約4,672万人

会社員、公務員など

第3号被保険者

約686万人

第2号被保険者に扶養されている配偶者

（年収130万円未満）

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金（基礎年金）と、

会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造です。

※ 人数は、令和5年度末の数値です。

※ 公務員や私立学校職員が加入していた共済年金は、「被用者年金制度一元化法」の施行（平成27年10月）により、厚生年金に統一されました。

※ 第2号被保険者とは、厚生年金被保険者のことをいいます（65歳以上で老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給者を有する者を含みます）。

約6,745万人

2. 支払った保険料はどうなるの？



年を取ったら
受け取る

障害が残ったとき
に受け取る

働き手が亡くなったら
受け取る
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公的年金の給付は３種類 2. 支払った保険料はどうなるの？

満額 831,700円
（変動あり）

1級 1,039,625円
2級 831,700円

（変動あり）

831,700円
＋

子の加算
（変動あり）

※金額は令和７年度の年間の基礎年金の支給額です。
※障害年金と遺族年金は原則非課税です。



障害
厚生年金

障害
厚生年金

障害
厚生年金 障害手当金

（一時金）

障害
基礎年金

障害
基礎年金

厚生
年金

基礎
年金

1級 2級 3級

重い 軽い

障害の程度

保障が
ワイドに

Point 障害厚生年金は、年金加入期間の合計が、300月（25年）
未満の場合は300月とみなして計算されるので、加入したばかりでも
しっかり保障されます！
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厚生年金保険は保障が充実 2. 支払った保険料はどうなるの？2. 支払った保険料はどうなるの？



学生の時の猶予分はどうする？

第３部
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働き始めたら！ 知っておきたい年金のはなし



「受給資格期間」に反映されますが、

「老齢基礎年金額」には反映されません。
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学生納付特例制度を使用した方へ 3. 学生の時の猶予分はどうする？

「学生納付特例制度」（通称ガクトク）とは

日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険

料の納付が義務付けられていますが、学生の間は、申請により在学中の保険料の納付を

最長10年間猶予することができる制度のこと。

猶予したままだと…



支払った金額
各種年金の

受給資格期間に
将来の

老齢基礎年金額に

納付した場合 17,510円

反映される 反映される

学生納付特例
が承認された場合 0円

反映される 反映されない

未納の場合 0円
反映されない 反映されない
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受給資格期間 3. 学生の時の猶予分はどうする？3. 学生の時の猶予分はどうする？

 「受給資格期間」とは

年金を受け取るために必要な月数のこと。

受給資格期間を満たしていないと、万が一のことが起こった時に年金が受け取れません。



※ただし、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から数えて、

３年度目以降に保険料を追納する場合には、

当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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追納制度はとっても便利！ 3. 学生の時の猶予分はどうする？3. 学生の時の猶予分はどうする？

 「追納制度」とは

学生納付特例、保険料免除、納付猶予を受けた期間から10年以内であれば

保険料をさかのぼって納めることができる制度のこと。

メリット①

将来もらう年金額を満額に近づけることが可能

メリット②

社会保険料控除により節税につながる
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（参考）追納する場合の保険料額 3. 学生の時の猶予分はどうする？3. 学生の時の猶予分はどうする？

 令和７年度中に追納する場合の保険料額

※ 令和４年度以前は加算金がかかります。

年度 当初保険料（月額） 加算額 追納額（月額）

平成27年度 15,590円 340円 15,930円

平成28年度 16,260円 340円 16,600円

平成29年度 16,490円 330円 16,820円

平成30年度 16,340円 310円 16,650円

令和元年度 16,410円 300円 16,710円

令和２年度 16,540円 280円 16,820円

令和３年度 16,610円 250円 16,860円

令和４年度 16,590円 150円 16,740円

令和５年度 16,520円 ー 16,520円

令和６年度 16,980円 ー 16,980円

令和７年度 17,510円 ー 17,510円

早めに追納するとお得です！



加入制度が変わるときって？

第４部
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働き始めたら！ 知っておきたい年金のはなし



加入制度＝ 国 民 年 金

会社を退職後、

個人経営のお店で

働くようになった

Aさんのケース
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具体的な事例で考えてみましょう① 4. 加入制度が変わるときって？４. 加入制度が変わるときって？

Aさん



加入制度＝

退職後間をあけて、

新しい会社に

再就職するまで

国 民 年 金
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具体的な事例で考えてみましょう② 4. 加入制度が変わるときって？４. 加入制度が変わるときって？

Bさんのケース

Bさん
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厚生年金から国民年金への切替手続き 4. 加入制度が変わるときって？

会社を退職した場合、

自分で厚生年金から国民年金への切替手続きをしなければなりません。

※ 退職し再就職まで期間が空く場合も、国民年金への加入が必要

 国民年金の対象者

5人未満の個人事業所で働く人、フリーランス、自営業、

パートタイムで働く人、農林漁業、無職の人、学生（20歳以上）など

 手続きする場所

住所地の市区役所または町村役場

 提出期限

退職日の翌日から14日以内

４. 加入制度が変わるときって？



令和７年度の国民年金保険料：月額17,510円
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さまざまな保険料の納め方 4. 加入制度が変わるときって？４. 加入制度が変わるときって？

国民年金へ切り替えた後は、下記の方法で保険料を納付する。

自分のニーズに合わせた方法で保険料を納付することが可能。

 口座振替やクレジットカードでのお支払い

⇒ 月々の保険料を納め忘れる心配なし。

 納付書でのお支払い

⇒ 全国のコンビニ・金融機関・郵便局など、身近な場所で納付可能。

 電子決済でのお支払い

⇒ 納付書とスマホがあれば、決済アプリ（○○pay等）を使用して納付可能。

 パソコンやスマホを使ったお支払い

⇒ インターネットバンキング、モバイルバンキング

で自宅から納めることができる。
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保険料免除・納付猶予制度 4. 加入制度が変わるときって？４. 加入制度が変わるときって？

経済的な理由により保険料を納めることができないときは、申請により

保険料を免除する制度（保険料免除・納付猶予制度）を利用できます。

【保険料免除制度】

 免除の要件
本人、配偶者および世帯主それぞれの前年所得（1月から6月までに申請する場合は前々年所得）

が一定の金額以下であれば、免除を受けることができます。

 免除の種類
①全額免除 ②4分の3免除 ③半額免除 ④4分の1免除

【保険料納付猶予制度】

 免除の要件
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得（1月から6月までに

申請する場合は前々年所得）が一定の金額以下であれば、納付が猶予されます。

 猶予の種類
①納付猶予



※加入の手続きも免除の手続きも、退職した場合には

必ず自分自身で手続きを行いましょう！

手続きが漏れてしまうと・・・

28

忘れずに手続きをお願いします！ 4. 加入制度が変わるときって？４. 加入制度が変わるときって？



• 納付した保険料は様々な給付へ繋がること。

• 若いうちでも給付を受け取れるなど、

厚生年金保険の方が給付が手厚いこと。

• 「学生納付特例制度（ガクトク）」を使った期間は、

追納制度でさかのぼって支払いができること。

• 退職などにより国民年金へ加入する際は、

自分で手続きを行い、納付や免除申請を行うこと。
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本日のまとめ



マイナポータルから国民年金手続きが可能！

「電子申請」

24時間365日いつでもスマホから国民年金手続きができます！

30

自分の年金は自分で手続き！ 参考
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自分の年金は自分で手続き！

「ねんきん定期便」

年金に加入すると、毎年誕生月に払込保険料総額や

年金記録が郵送されるので、自分で確認できます。

「ねんきんネット」

24時間いつでもどこでもスマホでも自分で年金記録を

確認できるインターネットサービスです。

年金制度に加入したら登録しよう！

自分の年金記録を自分で確認する方法

参考
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自分の年金は自分で手続き！

ねんきんネットの便利機能

各種通知書の
電子データ受取

年金見込額の試算
加入記録や

納付状況の確認

各種手続きの
電子申請

国民の
約10人に1人が
利用登録！

ご自身の年金記録に
手軽にアクセス！

年金記録を
いつでもどこでも
手軽に確認！

定期的に
年金記録を確認する習慣を
つけていきましょう！

参考



知っておきたい年金のはなし

QuizKnockによる年金クイズ動画

公的年金制度の普及・啓発を図るため、厚生労働省や日本年金機構では様々な動画を作成しています。その一部をご紹介します。

（冊子）

知っておきたい年金のはなし（冊子）の内容をわかりやすく

解説した動画です。

英語、中国語、韓国語

ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語

【外国語版６言語（それぞれ15分前後）】
【約24分】

厚生労働省とQuizKnockで年金について学べる動画を作成しました。年金の

種類、物価の変動に関する問題等、年金についてクイズ方式で楽しく学ぶことが

できます。

ここでご紹介した動画は、機構HPに掲載しています。

右の二次元コードまたは以下のURLからご覧ください。

「年金について学ぼう」

https://www.nenkin.go.jp/service/learn/index.html

【第１弾（約15分）】 【第2弾（約18分）】 【第3弾（約24分）】 【第4弾（約24分）】
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公的年金の普及・啓発動画 参考

国民年金ってホントに必要なの！講座

公的年金制度を「桃太郎」に例えながら、国民年金の仕組みや役割、大切さをわか

りやすく解説するアニメーション動画です。

学生の方から大人の方まで、幅広い世代の方にご覧いただける内容です。

https://www.nenkin.go.jp/service/learn/index.html


「わたしと年金」エッセイの受賞作品をアニメーション

化し、日本年金機構ホームページに掲載しています。

年金について学生の方や現役世代の方の体験談の

エッセイを動画としていますので、ぜひご覧ください。

「わたしと年金」エッセイアニメーション動画

【令和4年度 厚生労働大臣賞】

https://www.nenkin.go.jp/toku
setsu/animation.html

以下の二次元コードまたはURLからご覧ください。
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「わたしと年金」エッセイの募集

日本年金機構は、厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」、11月30日（い

いみらい）を「年金の日」とし、皆さまに年金制度に対する理解を深めていただくため、公

的年金制度の普及や啓発活動を展開しています。

この取り組みの一環として、広く皆さまから公的年金をテーマにしたエッセイを募集※してい

ます。※毎年度6月1日～9月上旬の間募集しています。

これまでの受賞作品や朗読動画を機構HPに掲載しています。

それぞれ以下の二次元コードまたは以下のURLからご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/essay.html

「わたしと年金」エッセイアニメーション動画特設案内ページ

【令和2年度 厚生労働大臣賞】

「わたしと年金」エッセイ 参考

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/animation.html
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/essay.html


日本年金機構公式SNSのご案内

公的年金はみんなの強い味方

公的年金制度のメリットや国民年金保険料の納付方法および免除・猶予制度について説明した全３話

のアニメーション動画です。主人公ショウ君と家族の会話を通じて、公的年金制度を気軽に知ること

ができますので、ぜひご覧ください。

以下の二次元コードまたはURLからご覧ください。

「公的年金はみんなの強い味方」特設案内ページ

【（約5分）】 【（約5分）】 【（約6分）】

https://www.nenkin.go.jp/ 
tokusetsu/koutekinenkin.html

【第1話 老後の暮らしに安心を】 【第2話 若い皆さんのもしもの時に安心を】 【第3話 初めての国民年金】

日本年金機構では、X（旧Twitter）及びFacebookを活用して、公的年金に関する制度周知、各種手続き、お送りする通知書の情報など、お客様のお役に立つ様々な

情報を発信しています。ぜひフォローしてご活用ください！

日本年金機構公式X（旧Twitter）
（@Nenkin_Kikou）

https://x.com/Nenkin_kikou

日本年金機構公式Facebookページ

年金制度全般に
関する発信

年金制度全般に
関する発信

英語・やさしい
日本語での発信

https://www.facebook.com/
profile.php?id=61576205463510

https://www.facebook.com/
profile.php?id=61575964302278

参考【参考】公的年金はみんなの強い味方・日本年金機構公式SNSのご案内
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https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/twitter.html
https://x.com/Nenkin_kikou
https://www.facebook.com/profile.php?id=61576205463510
https://www.facebook.com/profile.php?id=61575964302278


これからの働き方・暮らし方の変化

・就職、転職したとき

・配偶者の被扶養者となったとき

・退職した後、年金を受給しながら働くとき

にあわせて様々なシミュレーションができる

働き方・暮らし方に応じたシミュレーション簡単でスムーズな操作性

個人情報は記録されず、画面を閉じると、データ

は消去されるため、安心して利用できる

税・社会保険料額の試算機能を搭載済

デザイン性が高く操作性の良い試算画面

スライドバーを動かすことで、年金額の変化が

一目で確認できる

その他グラフを表示しながら試算できる

ＩＤ・パスワードの取得不要

「ねんきん定期便」の二次元コード

を読み込むことで、過去の加入記

録の入力が不要で手軽に試算で

きる

税・社会保険料額試算の画面イメージ

公的年金シミュレーターについては、こちらの二次元コードからアクセスください。 ⇒

試算ページ

厚生労働省では、働き方・暮らし方の変化に応じて、将来受給可能な年金額を簡単に試算できるツール「公的年金シミュレーター」を提供しています。

ねんきんネットを利用できない20歳未満の方でも利用することができますので、ぜひご利用ください。

（https：//nenkin-shisan.mhlw.go.jp/）
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公的年金シミュレーター 参考


